
高予第１０号 

令 和 ６ 年 度 高 砂 市 

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 

令和６年度高砂市の国民健康保険事業特別会計の予算は次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,134,659 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表 歳入歳出予算｣ に 

よる。 

（歳出予算の流用）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により、 

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

⑴ 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれら

の経費の各項の間の流用  

令和６年２月２６日提出 

高砂市長 都 倉  達 殊



第１表　歳入歳出予算

歳　　　　　　　　　　　入

(単位：千円)

款 項

① 国 民 健 康 保 険 料 １，５４１，９１０  

(1) 国 民 健 康 保 険 料 １，５４１，９１０  

② 使 用 料 及 び 手 数 料 １  

(1) 手 数 料 １  

③ 県 支 出 金 ６，５８６，３６４  

(1) 県 負 担 金 ・ 補 助 金 ６，５８６，３６４  

④ 財 産 収 入 １  

(1) 財 産 運 用 収 入 １  

⑤ 繰 入 金 ９８４，８３２  

(1) 他 会 計 繰 入 金 ９３０，９０９  

(2) 基 金 繰 入 金 ５３，９２３  

⑥ 諸 収 入 ２１，５５１  

(1) 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 ８，３２０  

(2) 雑 入 １３，２３１  

９，１３４，６５９  

金 額

歳 入 合 計

国民健康保険事業特別会計



歳　　　　　　　　　　　出

(単位：千円)

款 項

① 総 務 費 １８８，０２６  

(1) 総 務 管 理 費 １５１，０７６  

(2) 徴 収 費 ３５，９８４  

(3) 運 営 協 議 会 費 ４３２  

(4) 趣 旨 普 及 費 ５３４  

② 保 険 給 付 費 ６，４６５，２７８  

(1) 療 養 諸 費 ５，５９８，４１６  

(2) 高 額 療 養 費 ８３３，８２０  

(3) 移 送 費 １  

(4) 出 産 育 児 諸 費 ２５，０１１  

(5) 葬 祭 諸 費 ７，５００  

(6) 結 核 医 療 諸 費 ３０  

(7) 傷 病 手 当 金 ５００  

③ 国民健康保険事業費納付金 ２，３９３，０６０  

(1) 医 療 給 付 費 １，６６６，８２２  

(2) 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 ５４９，６８７  

(3) 介 護 納 付 金 １７６，５５１  

④ 保 健 事 業 費 ６６，５２４  

(1) 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ４７，５９０  

(2) 保 健 事 業 費 １８，９３４  

⑤ 基 金 積 立 金 １  

(1) 基 金 積 立 金 １  

⑥ 諸 支 出 金 ２１，４７０  

(1) 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ８，３２０  

(2) 諸 費 １３，１５０  

⑦ 予 備 費 ３００  

(1) 予 備 費 ３００  

金 額

国民健康保険事業特別会計



(単位：千円)

款 項

９，１３４，６５９  

金 額

歳 出 合 計

国民健康保険事業特別会計



 

高 予 第 １ １ 号  

 

令 和 ６ 年 度 高 砂 市 

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算 

 

令和６年度高砂市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,595,148 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

 

 

 

 

令和６年２月２６日提出 

 

                        高砂市長  都倉 達殊 



第１表　歳入歳出予算

歳　　　　　　　　　　　入

(単位：千円)

款 項

① 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 １，２０８，０３７  

(1) 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 １，２０８，０３７  

② 繰 入 金 ３６９，８５３  

(1) 他 会 計 繰 入 金 ３６９，８５３  

③ 諸 収 入 １７，２５８  

(1) 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 １  

(2) 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ３，５００  

(3) 受 託 事 業 収 入 ７，９４０  

(4) 雑 入 ５，８１７  

１，５９５，１４８  

金 額

歳 入 合 計

後期高齢者医療事業特別会計



歳　　　　　　　　　　　出

(単位：千円)

款 項

① 総 務 費 ８４，７７７  

(1) 総 務 管 理 費 ７９，６１５  

(2) 徴 収 費 ５，１６２  

② 後期高齢者医療広域連合納付金 １，５０４，４３１  

(1) 後期高齢者医療広域連合納付金 １，５０４，４３１  

③ 保 健 事 業 費 ２，１４０  

(1) 保 健 事 業 費 ２，１４０  

④ 諸 支 出 金 ３，５００  

(1) 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ３，５００  

⑤ 予 備 費 ３００  

(1) 予 備 費 ３００  

１，５９５，１４８  

金 額

歳 出 合 計

後期高齢者医療事業特別会計



 

高予第１２号 

 

令 和 ６ 年 度 高 砂 市 

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 

 

令和６年度高砂市の介護保険事業特別会計の予算は次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,052,480 千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表 歳入歳出予算｣によ

る。 

（歳出予算の流用）  

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

⑴ 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用  

 

 

 

 

 

 

 

令和６年２月２６日提出 

 

 

高砂市長  都 倉 達 殊 

 

 



第１表　歳入歳出予算

歳　　　　　　　　　　　入

(単位：千円)

款 項

① 保 険 料 １，７１２，４１７  

(1) 介 護 保 険 料 １，７１２，４１７  

② 使 用 料 及 び 手 数 料 １６８  

(1) 手 数 料 １６８  

③ 国 庫 支 出 金 １，７２１，８７２  

(1) 国 庫 負 担 金 １，３１８，２１５  

(2) 国 庫 補 助 金 ４０３，６５７  

④ 支 払 基 金 交 付 金 ２，０５２，９１０  

(1) 支 払 基 金 交 付 金 ２，０５２，９１０  

⑤ 県 支 出 金 １，１１４，５８３  

(1) 県 負 担 金 １，０１８，５６４  

(2) 県 補 助 金 ９６，０１９  

⑥ 財 産 収 入 １  

(1) 財 産 運 用 収 入 １  

⑦ 繰 入 金 １，４５０，４４３  

(1) 他 会 計 繰 入 金 １，３０８，８８６  

(2) 基 金 繰 入 金 １４１，５５７  

⑧ 諸 収 入 ８６  

(1) 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 １  

(2) 雑 入 ８５  

８，０５２，４８０  

金 額

歳 入 合 計

介護保険事業特別会計



歳　　　　　　　　　　　出

(単位：千円)

款 項

① 総 務 費 ２１３，３３３  

(1) 総 務 管 理 費 １５０，８１８  

(2) 徴 収 費 ７，３４１  

(3) 介 護 認 定 審 査 会 費 ５４，４４５  

(4) 趣 旨 普 及 費 ７２９  

② 保 険 給 付 費 ７，１９０，０９２  

(1) 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ６，４３０，８７７  

(2) 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 ４１８，７１８  

(3) そ の 他 諸 費 ６，７１３  

(4) 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 １６１，４０２  

(5) 高額医療合算介護サービス等費 ２３，１５０  

(6) 特定入所者介護サービス等費 １４９，２３２  

③ 地 域 支 援 事 業 費 ６４３，７５４  

(1) 介護予防・生活支援サービス事 ３８８，７４７  

業 費

(2) 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ２３，２４６  

(3) 包括的支援事業・任意事業費 ２３０，４７１  

(4) そ の 他 諸 費 １，２９０  

④ 基 金 積 立 金 １  

(1) 基 金 積 立 金 １  

⑤ 諸 支 出 金 ５，０００  

(1) 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ５，０００  

⑥ 予 備 費 ３００  

(1) 予 備 費 ３００  

８，０５２，４８０  

金 額

歳 出 合 計

介護保険事業特別会計


